
板橋区物品買入れ等にかかる競争入札参加資格における 

区内事業者認定基準 

 

（平成 20年６月 16日 総務部長決定） 

 

（目 的） 

第１条 この基準は、板橋区（以下「区」という｡）が行う物品買入れその他の契約にかかる

競争入札において、板橋区内中小企業者の振興、育成を図るため、入札参加資格に地域要

件を付加するにあたり、板橋区内の事業者として認定するうえでの必要な要件を明確にす

ることにより、入札・契約制度の透明性、公平性及び客観性の向上を図ることを目的とす

る。 

（定 義） 

第２条 この基準において使用する用語の意義は、東京都板橋区契約事務規則（昭和 53年板

橋区規則第 21号）（以下「規則」という。）で使用する用語の例による。 

２ 板橋区内の事業者（以下「区内事業者」という。）とは、次の各号のいずれか一に該当す

るものとする。 

(1) 本店事業者 

規則第６条に定める有資格者名簿（以下「資格者名簿」という｡）において、板橋区

内に本店（法令等により許可又は届出等（以下「許可等」という｡）が必要な業種につ

いては、許可等の本店）を置き営業を行なうもの。 

(2) 支店事業者 

資格者名簿において、板橋区内に代理人を設置し、かつ、支店、支社等の営業所（許

可等が必要な業種については、許可等の本店以外の営業所）（以下「営業所等」という。）

を置き営業しているもので、第３条に定める要件を満たすもの 

（認定要件） 

第３条 支店事業者は、次に掲げる書類（以下「届出書等」という。）を物品買入れ等競争入

札参加者の資格に関する告示（単体企業等）（令和７年４月１日付け東京都板橋区告示第

152 号）（以下「告示」という。）第９の４の規定に定める期日までに提出しなければなら

ない。 

(1) 告示第９の４に定める提出書類 

(2) 法人事業者の場合、納付すべき法人住民税に板橋区における営業所にかかる法人住

民税を含んで納付したことを明らかにできる書類 

(3) 個人事業者の場合、板橋区に特別区民税を納付したことを明らかにできる書類 

(4) 新たに支店事業者として申請を行う場合、板橋区内において、支店、支社等の営業所

を置き営業を開始したことを明らかにできる書類 

(5) その他、総務部長が必要と認めるもの 



２ 前項第４号に規定する書類による板橋区内における事業開始日より、１年を経過してい

ないものは、支店事業者の要件を満たさないものとする。 

３ 届出書等を提出後、内容に変更があった場合、当該支店事業者は、その事由が生じた日

から２週間以内に、届出書等のうち必要な書類を提出しなければならない。 

４ 第５条第３項に規定する通知を受けた事業者については、当該通知の発行日より、３か

月を経過していないものは支店事業者の要件を満たさないのものとする。 

（実態調査） 

第４条 区は、必要に応じて区内事業者の実態調査を実施することができる。 

２ 前項の規定による実態調査を支店事業者に対して実施する場合は、前条の規定により提

出された書類に基づき行うものとする。 

（改善指導） 

第５条 前条の規定による実態調査の結果、告示第３に規定する競争入札参加資格申請書類

（以下「資格申請書」という。）又は届出書等の内容と実態に相違がある場合又は別に定め

る区内事業者としての認定要件に疑義が生じた場合については、必要な改善指導を行うと

ともに、期間を定めて報告を求め、再度実態調査を行う。 

２ 前項の規定による改善指導を行った場合、認定要件が確認されるまでの間は、当該事業

者を区内事業者としないものとする。また、事業者が実態調査の拒否をした場合も本条を

適用する。 

３ 第１項の規定による改善指導に対する改善がなされなかった場合又は同項の改善報告が

なかった場合は区内事業者として認定しないこととし、区はその旨を当該事業者あてに通

知することとする。 

４ 前項の規定による通知の発行日から３ヶ月は、当該事業者は届出書等を新たに提出でき

ないものとする。 

（罰 則） 

第６条 削除 

（読替規定） 

第７条 組合事業者が区内事業者として認定を受けるにあたっては、第２条から第５条まで

の規定を準用する。この場合において、第３条第１項本文中「物品買入れ等競争入札参加

者の資格に関する告示（単体企業等）（令和７年４月１日付け東京都板橋区告示第 152号）

（以下「告示」という。）」とあるのを、「物品買入れ等競争入札参加者の資格に関する告示

（組合）（令和７年４月１日付け東京都板橋区告示第 153号）（以下「組合告示」という。）」

と、同項第１号及び第５条第１項中「告示」とあるのを「組合告示」と読み替えるものと

する。 

（その他） 

第８条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は総務部長が定める。 

 

付 則 

１ この基準は、平成 20年７月１日から施行する。 



２ この基準の施行日前に第３条第１項第１号に規定する書類を提出している支店事業者に

ついては、同項第２号又は第３号に規定する書類の提出を平成 22 年３月 31 日までの間、

当該支店事業者の東京都内における法人住民税納税地又は板橋区を所管する東京都税事

務所が発行する事業開始等申告書提出済証明書により代えることができる。また、この適

用については施行期日以降の登録申請および第４条において区内事業者として疑義が生

じた者についてとする。 

３ この基準の施行日前に第３条第１項第１号に規定する書類を提出している支店事業者に

ついては、同条第２項中「前項第４号に規定する書類による板橋区内における事業開始日」

とあるのを「第３条第１項第１号に規定する書類を板橋区が受理した日」と読み替えるも

のとする。 

 

付 則 

この基準の改正は、平成 20年 10月 31日から施行する。 

付 則 

この基準の改正は、平成 21年 12月１日から施行する。 

付 則 

この基準の改正は、平成 22年５月１日から施行する。 

付 則 

この基準の改正は、平成 28年 12月１日から施行する。 

付 則 

この基準の改正は、平成 29年６月１日から施行する。 

付 則 

この基準の改正は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

この基準の改正は、令和８年４月１日から施行する。 

 


